
新
潟
・
八
幡
林
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
新
潟
県
三
島
郡
和
島
村
大
宇
島
崎

。
両
高

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
三
年
度
調
査
　
一
九
九
三
年

（平
４
）
四
月
ｉ

一
九

九
四
年
三
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
和
島
村
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
田
中
　
靖

５
　
遺
跡
の
種
類
　
官
衛
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
八
世
紀
前
半

・
九
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
筒
出
土
遺
構
の
概
要

八
幡
林
遺
跡
は
、
島
崎
川
左
岸
に
半
島
状
に
突
出
し
た
丘
陵
上
に
位
置
し
て

い
る
。　
一
九
九
〇
年
の
調
査
以

降
、
四
次
に
わ
た
る
調
査
が
実

施
さ
れ
て
お
り
、
古
志
郡
に
関

わ
る
多
量
の
文
字
資
料
が
出
土

し
た
。

一
九
九
三
年
度
の
調
査
は
、

平
安
時
代
の
建
物
群
が
確
認
さ

れ
て
い
る
Ｉ
地
区
及
び
、　
一
九

九

一
年
度
の
調
査
で
発
見
さ
れ

た
木
道
の
延
長
線
上
の
Ｈ
地
区
な
ど
で
実
施
し
た
。

Ｉ
地
区
で
は
、
丘
陵
を
切
り
崩
し
て
低
地
を
埋
め
立
て
た
整
地
層
が
、
昨
年

に
引
続
き
確
認
さ
れ
た
ほ
か
、
掘
立
柱
建
物

・
柵
列
が
発
見
さ
れ
た
。
出
土
遺

物
に
は
、
八
世
紀
末
ｉ
九
世
紀
前
半
の
も
の
と
、
九
世
紀
後
半
の
も
の
が
あ
り
、

前
者
は
整
地
層
下
の
泥
灰
層
を
中
心
に
包
含
さ
れ
て
い
た
。
注
目
さ
れ
る
遺
物

と
し
て
は
、
「大
領
」
「郡
佐
」
「郡
殿
」
「南
殿
」
「南
家
」
「大
家
辞
」
な
ど
の

墨
書
土
器
二
四
五
点
、
封
絨
木
簡

一
七
点
を
含
む
木
簡
五
八
点
、
漆
器
の
長
頃

瓶
、
漆
紙
、
刷
毛

・
箆
な
ど
の
漆
工
具
、
帯
金
具
、
文
箱
が
あ
る
。

Ｉ
地
区
の
木
簡
は
整
地
層
下
の
泥
灰
層
か
ら
出
上
し
た
。
紀
年
銘
を
も
つ
も

の
は
な
い
が
、
共
伴
し
た
土
器
か
ら
、
八
世
紀
末
ｉ
九
世
紀
中
頃
ま
で
の
年
代

幅
が
与
え
ら
れ
よ
う
。
内
容
的
に
は
、
Ｈ
地
区
と
同
様
で
封
絨
木
簡
が

一
七
点

出
上
し
て
お
り
、
文
箱
の
存
在
と
と
も
に
正
式
な
作
法
に
則

っ
た
文
書
の
や
り

と
り
が
地
方
レ
ベ
ル
で
も
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
封
絨
木
衝

に
見
ら
れ
る
宛
所
に
は

「大
領
殿
門
」

「郡
殿
門
」
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
本

遺
跡
が

「古
志
郡
衛
」
あ
る
い
は

「大
領
」
個
人
に
関
わ
る
施
設
で
あ
っ
た
こ

と
が
ほ
ぼ
確
実
と
な
っ
た
。

Ｈ
地
区
で
は
、
木
道
の
延
長
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
層
位
的
に
先
行
す

る
道
路
を
検
出
し
た
。
道
路
は
路
面
幅
二

・
五
ｍ
で
、
両
側
に
幅

一
・
五
ｍ
の

側
滞
を
持
ち
、
ほ
ば
南
北
に
延
び
る
。
出
土
遺
物
は
八
世
紀
中
頃
の
時
期
に
限

定
さ
れ
、
大
半
が
道
路
側
溝
か
ら
出
土
し
た
。
注
目
さ
れ
る
遺
物
と
し
て
は
、

「石
屋
木
」
「石
屋
殿
」
「郡
」
「郡
殿
新
」
「厨
」
な
ど
の
墨
書
土
器
四
六
点
、

(三 条)
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木
簡

一
四
点
、
帯
金
具
が
あ
る
。

Ｈ
地
区
の
木
簡
は
、
八
世
紀
中
頃
の
短
期
間
の
み
機
能
し
て
い
た
道
路
側
溝

中
か
ら
検
出
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
紀
年
銘
を
も
つ
も
の
は
な
い
が
、
出
土
状

況
か
ら
遺
構
の
年
代
に
近
い
時
期
の
所
産
と
考
え
ら
れ
る
。
内
容
的
に
は
、
遺

跡
の
性
格
を
具
体
的
に
示
す
も
の
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
が
、
封
絨
木
簡
が
八
点

（墨
展
を
も
た
な
い
も
の
を
含
む
）
出
上
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。　
ヽ

８
　
木
簡
の
釈
文

。
内
容

合
計
七
二
点
の
木
筒
の
う
ち
、
整
理
途
上
の
も
の
を
除
い
た
三
〇
点
に
つ
い

て
概
要
を
述
べ
る
。

Ｉ
地
区

①

　

「
当
荷
取
文
　
合
駄
馬
十
六
匹
□
□
丁
井
夫
十
二
人

□
進
丁
日
置
表
万
呂
特
内
子
維
四
隻
米

一
斗

又
千
進
丁
能
等
豊
万
呂
特
内
子
鮭
四
隻
米

一
斗

万
呂
進
丁

物

□軍

欅
≧

内
子
鮭

隻
米

×
淵
万
呂
特
内
子
鮭
□

一
斗

□
日
口
六
斗
五
升

夫
日
回
鮭
十
日
□

鮭
口
回

□
四
日
国

ロ
マ
八
千
万
呂
進
丁
□
満
人
□

刑

マ
ロ
ロ
進
丁
□
回

命
８
）
ｘ
令
Φ）
×
卜

寓
μ　
第
二
三
号

□丸 口
マ己 国
口  八
□  千
万  万
呂  呂
進  進
丁ぃ 丁
□山 神
田と 人
□  浄
万

墨書土器「石屋殿」「石屋木」「□〔大ヵ〕家騨」

「郡殿新」「北家」 「南殿」

「君卜佐」 「大領」
 験 彊!
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日

　

　

　

　

　

回
〔一ハ
ヵ
〕

０
　
　
　
□
宍

一
百
串
　
口
□
□
百
枚
　
□
□

□
□
□

口

　
回

（Ｓ
じ
ｘ
命
∪
×
∞　
Φ解
　
第
二
六
号

（烙
じ
×
潔
×
⇔　
寓
ド　
第
二
七
号

。
「
　
　
　
　
　
郡
進
止
於
蒲
二
枚
口
□

四
月
五
日
　
平
宍
□
串
　
　
　
口
□

〔大
ヵ
〕

赤
□
ロ
ネ
十
日
□
口
国

〔埼

，
」．

。
「
□
□
　
長
官
尊
□
□
備
□
□
宍
二
口
口

□
□
進
国
□
□
□
□
□
口
□

口
国

□

□

進

一

回

□

□

□

□

□

□

口

□

　

　

　

　

（
卜
ｅ

溢

受

『

ｏ
‘

第

一
西

号

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頭
付
壱
拾
漆
隻
　
　
　
河
□
謄

一
古

干
宍
十
六
□

□
物
□
鮭
弐
拾
葬
隻
　
頭
元
漆
隻
　
　
　
　
　
鳥
騰
二
古
　
牒
思
佐
良
八
日

宍
陪
四
古

佐
目
皓

一
古

米

一
斗
八
升
　
□
□
　
　
　
」

∞３
×
島
×
卜　
自
μ　
第
二
五
号

・

　

口

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

回

〔多
ヵ
〕

□
岐
郷
戸
主
物

マ
五
百
足
　
一戸
口
物

マ
×

〔参
嶋
己

　

　

　

〔官
己

・

□
□
□
郡
申
回
介
尊
□
□

(7) (6)

＜

内

子

五

隻

」

　

（
Ｓ

∀

〕
受

∞

ｏ
鵠

第

二

八
号

　

　

０

〔五
ヵ
〕　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

。
「
＜
伝
□
口
□
□
□
」

。
「
＜
　
□
□
　
　
　
」

μ器
×
朗
×
∞　
需
∞　
第
二
九
号

【斗
ヵ
〕

「
＜
氷
□
奈
戸
□
□
」

μ３
×
鴬
×
中　
需
∞　
第
三
〇
号

〔村
ヵ
〕

「
＜
□
□
進
上
□
□
曰
□
」
】Ｓ
ｘ
館
ｘ
∞

畠
∞

第
三
一
号

「
＜
上
大
領
殿
門
＜
　
　
　
　
　
＜

俗
∞̈
）
×
窓
ｘ
ω

寓
学

第
三
二
号

ｈ
早こ9   119

〔儀
ヵ
Ｘ
祀
符
状
ヵ
〕

「
邑
□
回
□
□
□
□
□
□

l101

〔上
ヵ
〕

「
＜
□
郡
殿
門

「

俗
∞ｏ）
ｘ
窯
×
∞

８
岸

第
三
三
号

（謡
じ
ｘ
Ｃ
じ
×
∞　
８
Ｐ　
第
三
四
号

回

〔越
己

　

〔羽
郡
と

□
回
□
足
□
□
□
□
□
□
□
在
在
在
有
□

足
足
　
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

（外
寸
▼
器
ｘ
鞘
ｘ
鴻
　
（内
寸
▼
寓
×
ふ
ｘ
ヽ
　
ｏ
露

第
二
五
号
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ハ
ツ
れ
半lle

Ａ
ワ
ｈ
撃llDα81l191

〔道

道
望

「
　
〔徳
Ｋ
力
〕

□
□
□

念
念
念
□
□

□
志
志
念
念
念
□〔酔
配
」卜制
×
器
×
〕

息
μ　
第
四
一
号

「
白

鳥

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（
露

Ｘ

］
冥

∞

ｏ
驚

第

堅

〓

□

□

□

□

□

」
　

　

　

　

　

　

　

（
事

ｙ

〕
賀

∞

ｏ
驚

第

四

一一写

一
ハ
　

六

十

　

七

十

　

　

　

　

　

（霞

Ｘ

∞
メ

ｏ

霞

第
四
四
号

□

□

　

・‥
　

□

□

□

　

　

　

（ω軍

ど

大

ё

添

ｏ
驚

第
四
五
号

□

田

子

□

□

□

　

□

□

□

□

直

（】
ｅ
×
含
ｅ
×
　ヽ
寓
岸　
第
四
七
号

七
条
　
一
斗
十
四
条

十
五
条

　
一
斗
十
七
条

□
三
百
　
一
斗
十
七
条

一
斗
十
四
条

駄

一
斗
十
六
条

郡
符
□
□

日
Ｈ
　
Ｈ
回
　

一
斗
十
九

一
斗
十
五
条
　
一
斗
士
三

一
斗
十
五
条

一
斗
廿

一
条

一
斗
十
五
条

一
斗
十
五
条
　
　
・

中驚
×
ぶ
×
μｏ　
常
μ　
第
四
六
号

駕
×
３
×
∞　
寓
い　
第
四
九
号

⑫

　

「
□
□
□
□
□
郡
殿

（８
じ
×
台
じ
×
『　
寓
μ　
第
五
〇
号

①
は
二
次
的
な
加
工
や
破
損
の
た
め
全
容
は
不
明
で
あ
る
が
、
荷
の
運
搬
に

従
事
し
た
駄
馬
二
六
匹
と
、
進
丁

。
夫

一
二
人
の
名
前
、
内
子
鮭

。
米
の
数
量

が
記
さ
れ
て
い
る
帳
簿
様
の
木
簡
で
あ
る
。　
人
名
に
は
、

「能
等
」
や
若
狭

・

越
前

。
加
賀
に
広
く
分
布
す
る

「丸
部
」
な
ど
、
北
陸
地
方
と
の
関
連
が
深
い

も
の
や
、
蒲
原
郡
の
日
置
郷
や
三
嶋

・
頸
城
両
郡
の
物
部
神
社
な
ど
と
の
関
連

が
考
え
ら
れ
る

「日
置
」

「物
部
」
な
ど
の
氏
姓
が
確
認
さ
れ
、
古
志
郡
内
に

生
活
し
て
い
た
人
々
の
出
自
系
統
を
考
え
る
上
で
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
資
料

で
あ
る
。

②
は
現
存
長
四
四
ｃｍ
を
測
る
長
大
な
木
簡
で
、
最
低
三
片
以
上
に
切
断
さ
れ

て
い
る
。
下
半
は
腐
蝕
の
た
め
ほ
と
ん
ど
内
容
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い

が
、
片
面
に
は
、
日
付
と
郡
に
進
上
さ
れ
た
薦

・
平
宍

（そ
の
数
量
は

「
一正
ま

た
は
コ
正

つ析
魏
性
が
あ
る
）
ｏ
赤
□
〔酔
艇
な
ど
の
物
品
名
と
数
量
が
記
婁
れ
て

い
る
。
赤
□
□
杯
は
、
本
木
簡
な
ど
と
と
も
に
廃
棄
さ
れ
て
い
た
大
型
の
上
師

器
椀
が
対
応
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
も
う

一
面
に
は
、

「長
官
尊

（大
領
つ
し
府

（の
饗
）
に
備
え
る
」
と
い
う

一
文
が
読
め
そ
う
な
こ
と
か
ら
、
饗
に
使
用
す
る

た
め
郡
に
送
ら
れ
た
物
資
の
品
名
と
数
量
が
書
か
れ
た
伝
票
様
の
木
簡
と
考
え

ら
れ
る
。

③
は
ほ
ぼ
完
形
で
、
物
品
名
と
数
量
が
記
さ
れ
た
伝
票
様
の
木
簡
で
あ
る
。

物
品
名
と
し
て
は
鮭
二
四
隻
と
、
そ
の
内
訳
で
あ
る
頭
付
き

一
七
隻

・
頭
無
し
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七
隻
、
宍

・
佐
目

ｏ
鳥
な
ど
の
干
物
、
米
、
牒
思
（＝
畳
子
。
漆
塗
り
の
器
）
の
皿

な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ω
は
二
次
加
工
に
よ
る
切
断
で
大
き
く
変
形
さ
れ
旧
状
を
窺
え
な
い
が
、
厚

き
が
八
ｍｍ
も
あ
り
、
文
字
の
残
り
具
合
か
ら
み
て
も
、
か
な
り
大
き
な
木
簡
の

一
部
と
考
え
ら
れ
る
。
　
一
面
に
見
え
る
多
岐
郷
は
、
『
和
名
抄
』
に
三
嶋

。
高

家
の
二
郷
と
共
に
、
三
鳴
郡
の
郷
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
反
対
の
面
は
、
刀

子
で
削
ら
れ
文
字
が
不
明
瞭
と
な

っ
て
い
る
が
、
そ
の
残
画
か
ら
、
参
窒
０
鳴

郡

・
介
尊
な
ど
の
文
字
が
読
め
る
可
能
性
が
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
。

０
は
②
と
大
き
さ

・
記
載
内
容
が
類
似
し
、
同
様
の
伝
票
様
木
簡
で
あ
る
可

能
性
が
高
い
。

③
？
ω
は
付
札
で
、
０
は

「
コ
ゴ
モ
リ
（子
籠
）
の
サ
ケ
」
、
③
は
斗
の
単
位

で
計
れ
る
物
資
に
付
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
他
の
資
料
は
墨
痕
が

薄
く
内
容
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

⑩
ｉ
⑫
は
、　
い
わ
ゆ
る
封
絨
木
簡
で
あ
る
。　
⑩
お
よ
び
⑫
は
宛
所
で
あ
る

「大
領
」

「郡
」
の
殿
門
に
た
て
ま
つ
る
と
の
み
書
か
れ
て
い
る
。

⑩
の
切
り

込
み
の
位
置
に
は
帯
状
の
変
色
が
認
め
ら
れ
、
組
で
結
東
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
①
は
腐
蝕
の
た
め
文
字
が
不
明
瞭
と
な

っ
て
お
り
、
わ
ず
か
に

「儀
」
「祀
符
状
」
の
残
画
が
確
認
さ
れ
る
。

⑬
は
文
箱
の
内
面
に
習
書
が
見
ら
れ
る
も
の
で
、
越
前
国
足
羽
郡
と
書
か
れ

て
い
る
可
能
性
が
高
く
、
地
域
間
相
互
の
関
連
を
考
え
る
上
で
注
目
さ
れ
る
資

料
で
あ
る
。

⑭
は
ほ
ぼ
中
位
で
折
れ
、　
二
片
に
分
か
れ
て
い
る
。

「念
」
「道
」
軍
ビ

な

ど
の
文
字
が
連
続
し
て
習
書
さ
れ
て
い
る
。

⑮
ｉ
⑩
は
、
破
損
や
腐
蝕
の
た
め
内
容
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ず
、
詳
細

は
不
明
で
あ
る
が
、
⑮
⑩
に
見
え
る

「白
蔦
」

「
田
子
」
の
文
字
は
注
目
さ
れ

ツＯ
。の

は
上
下
左
右
が
二
次
加
工
に
よ
っ
て
失
わ
れ
て
い
る
が
、

一
〇
硼
と
い
う

厚
さ
か
ら
、
か
な
り
大
型
の
木
簡
の
一
部
と
考
え
ら
れ
る
。
斗

・
条
の
単
位
で

示
さ
れ
る
数
値
が
四
段
に
わ
た
っ
て
書
か
れ
、

特
に

一
斗
十

一
条
ｉ

一
斗
廿

九
（条
ｐ
↓
の
間
の
も
の
が
日
立
つ
が
、
そ
の
配
列
に
は
規
則
性
が
見
出
せ
ず
、

内
容
は
不
明
で
あ
る
。

の
は
二
次
加
工
に
よ
っ
て
原
形
を
と
ど
め
て
い
な
い
が
、
表
面
に
四
文
字
が

確
認
さ
れ
る
。
上
二
文
字
は

「郡
符
」
と
読
め
、
文
書
木
筒
と
考
え
ら
れ
る
。

②
は
形
状
か
ら
封
紋
木
簡
と
考
え
ら
れ
る
が
、
縦
方
向
に
半
裁
さ
れ
て
お
り
、

文
字
も
つ
く
り
の
部
分
が
欠
失
し
て
い
る
。
文
字
の
残
画
か
ら
、
差
し
出
し
＋

宛
所

（郡
殿
）
が
書
か
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

Ｈ
地
区

の

　

「
＜

可

懸

干

」

　

　

　

　

　

　

　

　

∞
受

〕
受

∞

露

第

≡

ハ
号

〔”町
“
士秘
ヵ
〕

②

　

「
＜

□

□

一

斗

」

　

　

　

　

　

　

　

μ
∞
賀

牌
覚

卜

⇔
駕

第

一一一七

号

の

　

「
山

部

直

廣

万

呂

　

　

　

　

　

　

（騒

∀

や
聟

〕

ｏ
ｓ

第
一一天

号



1993年出上の木簡

∞

□
　
一二
　
□

□
　
百
　
一二
百

□
　
五
百
　
四

八 二 □

（お
ｅ
ｘ
合
じ
×
∞　
寓
Ｐ　
第
二
九
号

（Ｓ
ｅ
×
ｃ
じ
×
∞　
８
ド　
第
四
〇
号

〔俗
ヵ
〕

⑫

　

「
＜
□
力
風
□
□
回
□

981

「
＜
鮭
郡
足
足
足
足
＜
足
足
足
田
田
□
□
□
□

（鰐
９
×
密
×
ω　
８
ド　
第
四
八
号

の
　
　
「
＜
（墨
横
線
）
＜
（墨
横
線
）
　
　
　
　
（〕∞ｅ
×
沸
×
¨
寓
μ
第
五
三
号

⑩
　
・
□
知
□
□
□
□

。
　

所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（じ

夭
じ

る

ｏ障

第
五
一
号

④
②
は
付
札
で
あ
る
。
④
は

「可
」
が

「鹿
」
に
通
じ
、
鹿
肉
の
干
物
か
。

い
は
、
非
常
に
薄
い
木
簡
で
、
残
存
部
に
は
人
名
が
見
え
る
。
恒
武
天
皇
の

詳
を
避
け
て

「山
部
」
の
氏
名
を

「山
」
に
改
め
さ
せ
た

『
続
日
本
紀
』
延
暦

四
年

（七
八
五
）
五
月
丁
酉
条
に
見
え
る
史
実
と
、
八
世
紀
中
頃
と
い
う
本
木
簡

の
年
代
観
は
矛
盾
し
な
い
。

の
は
、
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム
に
数
字
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
何
ら
か
の
記
録
に
関

わ
る
も
の
と
推
定
さ
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

⑫
ｌ
の
は
、
形
状
か
ら
討
絨
木
簡
と
考
え
ら
れ
る
。
⑫
は
、
封
絨
木
簡
の
断

片
を
二
次
利
用
し
て
い
る
。

「力
風
俗
」
の
文
字
が
読
み
取
れ
る
が
、
内
容
は

不
明
で
あ
る
。
②
も
、
封
絨
木
簡
の
本
来
の
用
途
か
ら
外
れ
て
習
書
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
。
の
は
、
ニ
カ
所
の
切
り
込
み
の
付
近
に
墨
線
が
見
ら
れ
、
封

絨
木
簡
の
可
能
性
が
あ
る
。

⑩
は
、
小
片
の
た
め
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
文
書
木
簡
の
可
能
性
が
高
い
。

な
お
、
木
簡
の
釈
読
に
つ
い
て
は
、
新
潟
大
学
の
小
林
昌
二
氏
、
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
の
平
川
南
氏
、
東
京
大
学
の
佐
藤
信
氏
、
奈
良
国
立
文
化
財
研
究

所
の
館
野
和
己
氏
、
富
山
大
学
の
本
郷
真
紹
氏
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。

（田
中
　
靖
）




